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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年５月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年９月２７日 ００時３８分ごろ 

発生場所 北海道釧路
く し ろ

町尻羽
し り は

岬東方沖の浅所 

 厚岸
あっけし

灯台から真方位２５０°２.１３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°５６.２′ 東経１４４°４９.２′） 

事故の概要  漁船海
かい

福
ふく

丸は、厚岸湾に向けて北東進中、乗り揚げた。 

 海福丸は、乗揚後、付近海域で沈没した。 

事故調査の経過  平成２９年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 海福丸、１９トン 

 ＡＴ２－９９０（漁船登録番号）、個人所有 

 １５.８６ｍ（Lr）×４.２８ｍ×１.８７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和５１年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日  昭和６２年１０月９日 

  免許証交付日 平成２９年４月１８日 

         （平成３４年１０月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向南東、波高約０.５～１ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、船首約２.０ｍ、船尾約

２.５ｍの喫水で、平成２９年９月２５日１６時００分ごろ北海道厚

岸町厚岸港への回航の目的で秋田県八峰
はっぽう

町岩館
いわだて

漁港を出港した。 

本船は、船長及び甲板員が交代で操船に当たり､約１０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、北海道太平洋沿岸沖を航

行し、２６日１６時００分ごろ北海道釧路市沖で船長が甲板員から操

船を引き継いで厚岸港に向かった。 

船長は、時間調整のため釧路市沖で約６kn に減速して、沿岸部の

定置網を避けるために陸岸から約２Ｍ沖を航行し、２３時５０分ごろ
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尻羽岬南西方沖３.４Ｍ付近で厚岸灯台に針路を定め、自動操舵によ

って進行した。 

船長は、針路を厚岸灯台に向けたので、乗り揚げることはないと思

い、入港に備えて後片付けをしたり、操舵室左舷側後部の寝台で寝て

いた甲板員を起こしたり、小用を足しに行ったりしているうちに、２

７日００時３８分ごろ尻羽岬東方沖の浅所に乗り揚げた。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用して船首部で救助を待っていた

ところ、地元漁船に救助された。 

本船は、本事故発生場所付近で沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、厚岸港への入港経験が４～５回しかなく、尻羽岬東方沖の

浅所の位置を十分に把握していなかったが、針路を厚岸灯台に向けて

厚岸湾口の東側を航行すれば同浅所に乗り揚げることはないと思って

いた。 

船長は、レーダーをオフセンターの２Ｍレンジにしていたが、３Ｍ

レンジにしていれば、厚岸町大黒
だいこく

島と尻羽岬の両方が映るので、浅所

に接近するのが分かったと本事故後に思った。 

船長は、船速を下げ過ぎたので、南東の風及び南東からのうねりに

より北西方向に圧流されたと本事故後に思った。 

本船のＧＰＳプロッターは、厚岸湾周辺海域のデータが入っていな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、尻羽岬南方沖を厚岸湾に向けて自動操舵で北東進中、船長

が、針路を厚岸灯台に向けたので浅所に乗り揚げることはないと思い

込み、入港に備えて後片付けをしたり、小用を足しに行ったりして、

レーダーや目視により船位を確認しなかったことから、尻羽岬東方沖

の浅所に接近していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

船長は、尻羽岬東方沖の浅所の位置を十分に把握していなかったこ

とから、厚岸灯台に向けて厚岸湾口の東側を航行すれば同浅所に乗り

揚げることはないと思い込んでいたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、尻羽岬南方沖を厚岸湾に向けて自動操舵

で北東進中、船長が、針路を厚岸灯台に向けたので浅所に乗り揚げる

ことはないと思い込み、入港に備えて後片付けをしたり、小用を足し

に行ったりして、レーダーや目視により船位を確認しなかったため、

尻羽岬東方沖の浅所に接近していることに気付かず、同浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 
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参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・不慣れな海域については、事前に十分な水路調査を行うこと。 

 ・操船中に、他の作業を行わないこと。 

・夜間、陸岸付近を航行する場合には、レーダー等の航海計器を活

用し、船位を確認すること。 

 ・レーダーのレンジは、周囲の状況に応じて適切に設定すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

本船 

尻羽岬 

厚岸灯台 

大黒島 
釧路町 

厚岸湾 

事故発生場所（平成２９年９月 

２７日 ００時３８分ごろ発生） 


